
※利用者さまにより、状況が異なりますのであくまで目安としてお考え下さい。

施設利用料 夜勤職員配置加算 サービス提供体制加算Ⅰイ
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

※介護職員処遇改善加算 滞在費 食費 日用品 教養娯楽費 合計

限度額認定（第２段階） 816 25 19 48 33 490 390 300 200 2,321
限度額認定（第３段階） 816 25 19 48 33 1,310 650 300 200 3,401
限度額認定証なし 816 25 19 48 33 1,640 2,240 300 200 5,321

1,631 50 37 95 66 1,640 2,240 300 200 6,259
2,447 74 56 142 100 1,640 2,240 300 200 7,199

施設利用料 夜勤職員配置加算 サービス提供体制加算Ⅰイ
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

※介護職員処遇改善加算 滞在費 食費 日用品 教養娯楽費 合計

限度額認定（第２段階） 889 25 19 48 35 490 390 300 200 2,396
限度額認定（第３段階） 889 25 19 48 35 1,310 650 300 200 3,476
限度額認定証なし 889 25 19 48 35 1,640 2,240 300 200 5,396

1,777 50 37 95 70 1,640 2,240 300 200 6,409
2,665 74 56 142 105 1,640 2,240 300 200 7,422

施設利用料 夜勤職員配置加算 サービス提供体制加算Ⅰイ
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

※介護職員処遇改善加算 居住費 食費 日用品 教養娯楽費 合計

限度額認定（第２段階） 952 25 19 48 37 490 390 300 200 2,461
限度額認定（第３段階） 952 25 19 48 37 1,310 650 300 200 3,541
限度額認定証なし 952 25 19 48 37 1,640 2,240 300 200 5,461

1,904 50 37 95 75 1,640 2,240 300 200 6,541
2,856 74 56 142 112 1,640 2,240 300 200 7,620

施設利用料 夜勤職員配置加算 サービス提供体制加算Ⅰイ
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

※介護職員処遇改善加算 居住費 食費 日用品 教養娯楽費 合計

限度額認定（第２段階） 1,010 25 19 48 39 490 390 300 200 2,521
限度額認定（第３段階） 1,010 25 19 48 39 1,310 650 300 200 3,601
限度額認定証なし 1,010 25 19 48 39 1,640 2,240 300 200 5,521

2,019 50 37 95 77 1,640 2,240 300 200 6,658
3,029 74 56 142 116 1,640 2,240 300 200 7,797

施設利用料 夜勤職員配置加算 サービス提供体制加算Ⅰイ
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

※介護職員処遇改善加算 居住費 食費 日用品 教養娯楽費 合計

限度額認定（第２段階） 1,066 25 19 48 42 490 390 300 200 2,580
限度額認定（第３段階） 1,066 25 19 48 42 1,310 650 300 200 3,660
限度額認定証なし 1,066 25 19 48 42 1,640 2,240 300 200 5,580

2,132 50 37 95 83 1,640 2,240 300 200 6,777
3,198 74 56 142 125 1,640 2,240 300 200 7,975

※特別室ご利用の場合には、別途特別室料として、１日あたり特別室A・５，４００円（税込）、特別室B・４，３２０円（税込）がかかります。
※認知症棟ご利用の場合には、別途認知症ケア加算として、１日あたり78円がかかります。
※一般室・認知症棟の居室にて、施設のテレビをご利用の場合には、別途「貸出テレビ利用料（電気代込み）」として、１日あたり４３円（税込）がかかります。
※一般室・認知症棟の居室にて、利用者様によるテレビ持ち込みの場合には、別途「持込テレビ電気代」として、１日あたり２１円（税込）がかかります。
※負担限度額の認定を受けるためには、市区町村に申請が必要となります。

１日あたり・ご利用料金モデル（短期入所療養介護）
単位：円
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